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□9 受給資格認定申請書等の記入方法・記入上の注意

９
受給資格認定申請書等の記入方法・記入上の注意
障害者作業施設設置等助成金（第 1種、第 2種）・障害者福祉施設設置等助成金
中高年齢等障害者作業施設設置等助成金（第 1種、第 2種）

申請にあたっては、認定申請書以外に添付書類が必要となります。
〔提出先〕事業所を管轄する機構都道府県支部(以下「支部」といいます。）
〔提出方法〕

①管轄する支部に持参または郵送 様式・助添付様式３部、添付書類２部を提出してください。
②e-Gov申請サービスを利用して送信 申請書類の提出方法は、機構ホームページでご確認ください。
【電子申請のご案内︓https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/e-shinsei/index.html】

〔提出期限〕第１種作業施設設置等助成金の場合
● 雇入れ日から起算して６か月以内、中途障害者にあっては、中途障害年月日等から起算して６か月
以内、人事異動等の場合にあっては、発令日から起算して６か月以内

第２種作業施設設置等助成金、第２種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金の場合
● 雇入れ日等から６か月以内かつ作業施設等の賃貸借契約日の翌日から起算して６か月後まで
第１種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金の場合
● 作業施設、福祉施設等の設置または整備を行うための工事等の発注契約日、工事請負契約締結予
定日または購入に係る売買契約締結予定日まで

※認定申請書を提出する以前に工事等の発注、契約等(以下「着手」といいます。）を行っている認定申請書は受理さ
れません。

※工事等の発注、契約は、認定日以降でなければ行うことはできません。認定前に工事等に着手（口頭発注を含む）
する必要がある場合は、事前着手申出書（様式 583号）を必ず事前に支部にご提出ください。

１ 障害者助成金受給資格認定申請書(１）(様式第 601号）の記入方法
１ 申請事業主 代表者欄には代表者の役職名および氏名を記入してください。

２ 申請に係る事業所 施設・設備等を設置・整備する事業所について記入してください。

３ 提出代行者・事務代理者・代理人
代理人等（「はじめに」ページ②参照）が助成金の手続きを代行または代理で行う場合は、必要事項を記
載してください。なお、事業主が雇用する労働者または弁護士が代理人となる場合は、委任届(様式第 550
号)の提出が必要となります。

４ 契約締結日・予定日
契約締結日・予定日を記入してください。
なお、第１種作業施設設置等助成金、第１種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金および障害者福祉施
設設置等助成金については認定申請書の提出時または認定日の前に認定申請に係る作業施設等の設置ま
たは整備における機器の購入または工事の実施に係る申入れ・発注・契約・支払等を行った場合は助成
金を受給できません。認定日より前に着手するためには事前着手申出書(様式第 560 号）の提出が必要
となります。事前着手を行わず、認定後に着手する場合は、「認定後契約締結」にチェックしてください。

５ 申請の内容
【A 施設・住宅手当】【B 設備・バス・自動車】にて該当する項目をチェックしてください。作業設備
および福祉施設に付属する設備の場合は設備の名称も併せて記入してください。
また、申請の内容は助添付様式第 65号「事業計画書(１）」の記載内容と相違がないか確認してください。

６ 助成金申請額
・aは助成金(認定申請・支給請求）明細書(助添付様式第１号）「助成金明細書」の「キ施設全体の工事費」、
「工事・購入金額」または「購入金額」の合計を作業施設、附帯施設および作業設備のそれぞれの欄に
記入してください。

・bは助成金(認定申請・支給請求）明細書(助添付様式第１号）「助成金明細書」の「支給対象費用」欄の
額を記入してください。

・c は第１種作業施設設置等助成金および第１種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金については2/3
の欄にチェックしてください。障害者福祉施設設置等助成金は1/3の欄にチェックしてください。

・国等の機関から補助金等を受給しており、本助成金と同じ支給費用を対象とするものの場合は助成金申
請額から補助金額を差し引いた金額を記入してください。
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該当の助成金名をチェック
してください。

過去に当機構の助成金を活用した事業所は、付番され
ている事業所コードを記入してください。

１

２

３

４

５

６

国等の機関から補助金等を受給している場合は１の欄「有」に、受給していない場合は「無」にチェックし
「有」または「無」をチェックしてください。２

の欄で「有」の場合は３の欄に「支給機関名」および「補助金等の額」を記入してください。
てください。２の欄は１の欄で「有」にチェックした場合、

事前着手する場合は「有り」
にチェックしてください。
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□9 受給資格認定申請書等の記入方法・記入上の注意

９
受給資格認定申請書等の記入方法・記入上の注意
障害者作業施設設置等助成金（第 1種、第 2種）・障害者福祉施設設置等助成金
中高年齢等障害者作業施設設置等助成金（第 1種、第 2種）

申請にあたっては、認定申請書以外に添付書類が必要となります。
〔提出先〕事業所を管轄する機構都道府県支部(以下「支部」といいます。）
〔提出方法〕

①管轄する支部に持参または郵送 様式・助添付様式３部、添付書類２部を提出してください。
②e-Gov申請サービスを利用して送信 申請書類の提出方法は、機構ホームページでご確認ください。
【電子申請のご案内︓https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/e-shinsei/index.html】

〔提出期限〕第１種作業施設設置等助成金の場合
● 雇入れ日から起算して６か月以内、中途障害者にあっては、中途障害年月日等から起算して６か月
以内、人事異動等の場合にあっては、発令日から起算して６か月以内

第２種作業施設設置等助成金、第２種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金の場合
● 雇入れ日等から６か月以内かつ作業施設等の賃貸借契約日の翌日から起算して６か月後まで
第１種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金の場合
● 作業施設、福祉施設等の設置または整備を行うための工事等の発注契約日、工事請負契約締結予
定日または購入に係る売買契約締結予定日まで

※認定申請書を提出する以前に工事等の発注、契約等(以下「着手」といいます。）を行っている認定申請書は受理さ
れません。

※工事等の発注、契約は、認定日以降でなければ行うことはできません。認定前に工事等に着手（口頭発注を含む）
する必要がある場合は、事前着手申出書（様式 583号）を必ず事前に支部にご提出ください。

１ 障害者助成金受給資格認定申請書(１）(様式第 601号）の記入方法
１ 申請事業主 代表者欄には代表者の役職名および氏名を記入してください。

２ 申請に係る事業所 施設・設備等を設置・整備する事業所について記入してください。

３ 提出代行者・事務代理者・代理人
代理人等（「はじめに」ページ②参照）が助成金の手続きを代行または代理で行う場合は、必要事項を記
載してください。なお、事業主が雇用する労働者または弁護士が代理人となる場合は、委任届(様式第 550
号)の提出が必要となります。

４ 契約締結日・予定日
契約締結日・予定日を記入してください。
なお、第１種作業施設設置等助成金、第１種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金および障害者福祉施
設設置等助成金については認定申請書の提出時または認定日の前に認定申請に係る作業施設等の設置ま
たは整備における機器の購入または工事の実施に係る申入れ・発注・契約・支払等を行った場合は助成
金を受給できません。認定日より前に着手するためには事前着手申出書(様式第 560 号）の提出が必要
となります。事前着手を行わず、認定後に着手する場合は、「認定後契約締結」にチェックしてください。

５ 申請の内容
【A 施設・住宅手当】【B 設備・バス・自動車】にて該当する項目をチェックしてください。作業設備
および福祉施設に付属する設備の場合は設備の名称も併せて記入してください。
また、申請の内容は助添付様式第 65号「事業計画書(１）」の記載内容と相違がないか確認してください。

６ 助成金申請額
・aは助成金(認定申請・支給請求）明細書(助添付様式第１号）「助成金明細書」の「キ施設全体の工事費」、
「工事・購入金額」または「購入金額」の合計を作業施設、附帯施設および作業設備のそれぞれの欄に
記入してください。

・bは助成金(認定申請・支給請求）明細書(助添付様式第１号）「助成金明細書」の「支給対象費用」欄の
額を記入してください。

・c は第１種作業施設設置等助成金および第１種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金については2/3
の欄にチェックしてください。障害者福祉施設設置等助成金は1/3の欄にチェックしてください。

・国等の機関から補助金等を受給しており、本助成金と同じ支給費用を対象とするものの場合は助成金申
請額から補助金額を差し引いた金額を記入してください。
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□9  受給資格認定申請書等の記入方法・記入上の注意 

 
 ２ 助成金(認定申請・支給請求）明細書(助添付様式第１号）の記入方法  
 
１ 認定申請を○で囲んでください。 
 
２ 作業施設・福祉施設の増築・改修等経費 
※作業施設、福祉施設の申請の場合のみ記入してください。 
 ア～カについて以下のとおり記入してください。 
 ア 事業計画書(１）(助添付様式第 65号）「申請対象箇所および面積」 
 イ 労働者就労配置図(添付書類）の人数 
 ウ ア÷イを算出 
 エ ウまたは 28㎡のいずれか小さい面積 
 オ 助添付様式第 64号の障害者数 
 カ エ×オを算出 

 
３ ①作業施設・福祉施設の増築・改築等経費(作業施設・福祉施設の申請のみ） 
  ②附帯施設の設置・整備経費(附帯施設の申請のみ） 
  ③作業設備等の設置・整備経費(作業設備の申請のみ） 

 
申請内容に応じて①～③欄に以下を記入してください。 
・工事に係る見積書もしくは見積明細書に基づき、記入してください。 
・「工事・購入額」欄には、撤去費用等、助成金の対象とならない費用も含めた金額を記入してく
ださい。 

・「助成金算出基礎額」欄には、助成金の対象となる費用を記入してください。 
 
４ 支給対象費用 
カ×コの金額を記入してください。 
※原則としてカ支給対象面積×コ支給対象建築単価により算出しますが、作業施設の段差解消等、
当該算定式による算定が困難な場合は措置費用全体を支給対象費用欄に記入してください。 

 
５ 設計管理費 
設計管理費は((サ+シ）×0.05）とキの設計管理費の金額を比較し、少ない額を記入してください。 

 
６ 支給対象経費 
・作業施設(福祉施設）、附帯施設、作業設備(付属設備）の各金額の合計を記入してください。 
・障害者助成金受給資格認定申請書(１）(様式第 601号）の支給対象費用の金額と一致させてくだ
さい。 

  

9  受給資格認定申請書等の記入方法・記入上の注意



 
 

- 118 - 

□9  受給資格認定申請書等の記入方法・記入上の注意 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

１

２

３

４

５

６

該当の助成金名を○で囲ん
でください。

受
給
資
格
認
定
申
請
書
等
の

記
入
方
法
・
記
入
上
の
注
意

9  受給資格認定申請書等の記入方法・記入上の注意

 

- 117 - 

□9  受給資格認定申請書等の記入方法・記入上の注意 

 
 ２ 助成金(認定申請・支給請求）明細書(助添付様式第１号）の記入方法  
 
１ 認定申請を○で囲んでください。 
 
２ 作業施設・福祉施設の増築・改修等経費 
※作業施設、福祉施設の申請の場合のみ記入してください。 
 ア～カについて以下のとおり記入してください。 
 ア 事業計画書(１）(助添付様式第 65号）「申請対象箇所および面積」 
 イ 労働者就労配置図(添付書類）の人数 
 ウ ア÷イを算出 
 エ ウまたは 28㎡のいずれか小さい面積 
 オ 助添付様式第 64号の障害者数 
 カ エ×オを算出 

 
３ ①作業施設・福祉施設の増築・改築等経費(作業施設・福祉施設の申請のみ） 
  ②附帯施設の設置・整備経費(附帯施設の申請のみ） 
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申請内容に応じて①～③欄に以下を記入してください。 
・工事に係る見積書もしくは見積明細書に基づき、記入してください。 
・「工事・購入額」欄には、撤去費用等、助成金の対象とならない費用も含めた金額を記入してく
ださい。 

・「助成金算出基礎額」欄には、助成金の対象となる費用を記入してください。 
 
４ 支給対象費用 
カ×コの金額を記入してください。 
※原則としてカ支給対象面積×コ支給対象建築単価により算出しますが、作業施設の段差解消等、
当該算定式による算定が困難な場合は措置費用全体を支給対象費用欄に記入してください。 

 
５ 設計管理費 
設計管理費は((サ+シ）×0.05）とキの設計管理費の金額を比較し、少ない額を記入してください。 

 
６ 支給対象経費 
・作業施設(福祉施設）、附帯施設、作業設備(付属設備）の各金額の合計を記入してください。 
・障害者助成金受給資格認定申請書(１）(様式第 601号）の支給対象費用の金額と一致させてくだ
さい。 
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□9 受給資格認定申請書等の記入方法・記入上の注意

３ 助成金申請に係る支給対象障害者(助添付様式第 64号）記入方法

１ 生年月日
中高年齢等障害者作業施設設置等助成金を申請する場合で、認定申請日において支給対象障害者が
35歳以上に該当する場合は、35歳以上の項目にチェックしてください。

２ 雇用年月日
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写）に記載の内容（特定短時間労働者の場合は雇入れ日）
を記入してください。

３ 雇用後中途障害者区分
該当する区分をチェックしてください。
該 当︓中途障害(異なる障害を有することとなった方、障害の程度が重くなった方を含む）
不該当︓その他

４ 労働者区分
該当する区分をチェックしてください。
一 般︓週所定労働時間が 30時間以上
短時間︓週所定労働時間が 20時間以上 30時間未満
特定短時間︓週所定労働時間が 10 時間以上 20 時間未満(重度身体障害者、重度知的障害者または

精神障害者に限る) 
５ 雇用保険被保険者番号
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写）に記載の内容を記入してください。

６ 日常的に使用する装具
日常的に使用する装具(杖、車いす等）を記入してください。

７ 同一または同種の助成金の受給歴
過去に受給したことのある助成金がある場合は該当の助成金名を○で囲み認定番号を記入してくだ
さい。

８ 職場復帰年月日(該当する場合）
休職辞令等休職期間および職場復帰日が客観的に確認できる書類の職場復帰日を記入してください。

９ 人事異動の発令日等(または職務内容の変更日）(該当する場合）
人事異動等の辞令等により事実が客観的に確認できる書類の日付を記入してください。
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５ 事業計画書（１）（助添付様式第６５号）の記入方法

１ 申請事業所における雇用状況
申請事業所において認定申請時に雇用している常用雇用労働者数(内訳含む）を記載してくださ
い。１申請に係る事業主・事業所(事業主団体）の概要「常用労働者数(申請事業所）」と一致さ
せてください。

２ 企業全体における認定申請時から過去１年間の障害者離職状況
(障害者福祉施設設置等助成金を申請する場合のみ記載）
障害者福祉施設設置等助成金を申請する場合は、離職した障害者数(内訳含む）を記入してくだ
さい。
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□9  受給資格認定申請書等の記入方法・記入上の注意 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

従事している作業内容（雇用予定者は従事予定の作業内容）、作業場所、作業環境における障害特性による就労
上の課題（雇用予定者は本人との相談や実習等での観察による課題等）を具体的に記入してください。 

※中途障害者となった場合、障害の重度化が認められる場合または人事異動等の場合については、それ以前と比
較して新たに生じた雇用継続における課題について、経緯等を踏まえ具体的に記入してください。 

※中高年齢等障害者作業施設設置等助成金の申請においては、加齢に伴う当該障害に起因する就労困難性につい
て経緯等を踏まえ具体的に記入してください。 

上記①の課題を踏まえた措置の概要を記入してください。 

措置については、雇入れまたは雇用の継続に必要な、最低限の範囲が対象となります。 

上記②の措置を実施することによる効果を記入してください。 

該当の措置にチェック
してください。
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□9  受給資格認定申請書等の記入方法・記入上の注意 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

作業設備（付属設備）の申請
のみの場合は記入不要です。

9  受給資格認定申請書等の記入方法・記入上の注意
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□9  受給資格認定申請書等の記入方法・記入上の注意 
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□9  受給資格認定申請書等の記入方法・記入上の注意 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

作業設備（付属設備）の申請
のみの場合は記入不要です。




